
※オーナーさまが家賃に電気・リース相当額
を含めて設定する場合



営業時間：平日（月～金）9:00～17:00／定休日：5月1日・土日祝・年末年始

※1 機器取付後に撤去を希望される場合、撤去費用はお客さまのご負担となります。　※2 契約満了に先立って、本件リース契約を解約した場合、当社は以下の計
算式に基づく解約精算金を申し受けます。詳細は集合賃貸住宅向けリース（リース約款）の「１９．解約」をご確認ください（解約精算金（税込）＝残支払回数×料金
（税込））。　※3 お客さまの故意・過失による故障など、メーカー保証規定外の故障時の修理は有料となります。


